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法人会とは…
　法人会とは全国に440単位あり、おおむね半分の法人企
業が加入する「健全な納税者の団体」「良き経営者をめざ
すものの団体」であります。
　そのため会員の皆さんの「正しい税知識を身につけた
い」「積極的な経営をめざしたい」というご要望に応える、
経済および税制に関する「講演会」「研修会」「説明会」等
を経営者はもとより、実務担当者を対象に開催しております。
　また、会員企業の経営の安定を図ることと、経営者並び
に従業員の福利厚生制度充実のために保険受託会社と
提携して各種保険制度を設けております。

豊田法人会の紹介
　豊田法人会は、昭和26年4月岡崎法人会から独立して
挙母法人会となり、昭和34年1月に豊田法人会となりました。
　昭和51年5月には名古屋国税局から社団法人として許
可され、平成25年4月には愛知県知事から公益社団法人
として認定されました。
　豊田法人会は公益社団法人としての活動を柱として、
税のオピニオンリーダーに相応しい法人会をめざして邁進
してまいります。
　法人会活動が社会に広く貢献しながら、より一層充実し
活発化していくためには、さらに組織を拡充していく必要
がありますので、是非ご理解を賜りましてご入会下さいます
ようお願い申し上げます。

〒471－0034 
愛知県豊田市小坂本町１丁目25番地
（豊田商工会議所会館4F）
Tel : 0565－33－1314  Fax : 0565－33－6230

豊田法人会公益社団法人
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税制改正に関する提言

■コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段階に
入ったとされる今、まずはこのコロナ対策財源の
借金返済をどう進めるかが最大の課題である。
■すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロナ禍の
真只中にあった時期から、増税などを含めた大枠
の返済計画を示し実行に移し始めた。我が国にお
いても、少なくとも国債で賄ったコロナ対策費の
負担について、将来世代に先送りせず現世代で解
決するよう返済計画を策定することが急務であ
る。

■これまでも財政を左右すると指摘されてきた団塊
の世代が、ついに本年度から後期高齢者に入り始
めた。本来なら、それまでに少なくともＰＢ黒字化
を達成しておかねばならなかった。財政健全化が
国家的課題であることを政治家も国民も再確認
し不退転の決意で臨む必要がある。
（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は平時

に戻りつつあるが、その影響がなくなったわけ
ではない。このため、相応の需要喚起を行うこ
とも必要ではあるが、それがバラマキ政策とな
らないよう十分配慮すべきである。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ禍収
束後には本格的な歳出・歳入の一体的改革に
入れるよう準備を進めることが重要である。歳
入では安易に税の自然増収を前提とすること
なく、また歳出については聖域を設けずに分野
別の具体的な削減・抑制の方策と工程表を明
示し、着実に改革を実行するよう求める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上
昇など金融資本市場に多大な影響を与え、成
長を阻害することが考えられる。すでに日銀は
政府による過剰な依存が主因とはいえ、国債
保有が異常に高い水準に達しているほか、株
式市場でも市場機能を歪めかねない存在と
なっている。いずれ金融政策は正常化させね
ばならず、その際には政府と日銀が健全な関
係を構築し、副作用を最小限に抑えるよう細
心の政策運営が求められる。

■社会保障給付費は公費と保険料で構成されてお
り、財政のあり方と密接不可分の関係にある。現
状の「中福祉・低負担」という不均衡を「中福祉・中
負担」という正常な姿に改革するには、適正な負
担を確保するとともに、給付を「重点化・効率化」に
より可能な限り抑制するしか方法はない。
■社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」の役
割と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点が重
要である。医療保険の窓口負担や介護保険の利
用者負担などの本人負担については、高齢者にお
いても負担能力に応じた公平な負担を原則とする
必要がある。
（１）年金については、「マクロ経済スライドの厳格

対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高所得
高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給
付削減」等、抜本的な施策を実施すべきであ
る。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デ
ジタル化対応など大胆な規制改革を行う必要
がある。給付の急増抑制や都市と地方、診療
科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目標
であるジェネリックの普及率「全ての都道府県
で８０％以上」を達成する必要がある。

令和5年度

（要約）

１．財政健全化に向けて

２．社会保障制度に対する基本的考え方

基本的な課題

税・財政改革のあり方Ⅰ
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（３）介護保険については、制度の持続性を高める
ために真に介護が必要な者とそうでない者と
にメリハリをつけ、公平性の視点から給付及び
負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方など
を見直すとともに、不正受給の防止などさらな
る厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や学童
保育等を整備するなどの現物給付に重点を置
くべきである。その際、企業も積極的に子育て
支援に関与できるよう、企業主導型保育事業
のさらなる活用に向けて検討する。
また、子ども・子育て支援等の取り組みを着実
に推進するためには安定財源を確保する必要
がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企業への
過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害し
ないような社会保障制度の確立が求められる。
また、配偶者控除等の税の問題や年金等の社
会保障の問題は就労調整が行われる一つの要
因となっており、人手不足で悩む中小企業に
とって深刻な問題である。女性の就労を支援
するためにも、税と社会保障の問題を一括して
議論すべきである。

■行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた
政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき
自ら身を削ることが重要である。以下の諸施策に
ついて、直ちに明確な期限と数値目標を定めて改
革を断行するよう強く求める。
（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､歳

費の抑制。　　　
（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人

員削減と、能力を重視した賃金体系による人
件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

■マイナンバー制度は、すでに運用を開始している
が、未だ国民や事業者が正しく制度を理解してい
るとは言い難い。それはマイナンバーカードの低

い普及率などに表れている。コロナ禍の混乱が同
カードを利用したデジタル対応をできなかった結
果によるという点を踏まえ、政府は制度の意義の
周知に努め、その定着に向け本腰を入れて取り組
んでいく必要がある。

■我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はしてい
ない。このため、業種によっては依然として苦境か
ら脱出できないでいる企業も多い。政府にはモラ
ルハザードが生じないよう十分に注意しつつ実効
性ある対応が求められる。　

■中小企業は地域経済の担い手であるだけではな
く、我が国経済の礎である。コロナ禍の影響が依
然残っているだけでなく、エネルギーや原材料価
格の上昇などが重なり、経営環境は一段と厳しさ
を増している。中には廃業に追い込まれる例も珍
しくない。そうした中で求められるのは、健全な経
営に取り組んでいる企業が、持てる能力を十分に
発揮できるような税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置

中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を
本則化すべきである。また、昭和５６年以来、８０
０万円以下に据え置かれている軽減税率の適
用所得金額を、少なくとも１，６００万円程度に
引き上げる。なお、本制度は令和５年３月末日
が適用期限となっていることから、直ちに本則
化することが困難な場合は適用期限を延長す
る。

（２）中小企業の技術革新など経済活性化に資する
措置
租税特別措置については、公平性・簡素化の観
点から、政策目的を達したものは廃止を含めて
整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の
技術革新など経済活性化に資する措置は、以
下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべ
きである。  

３．行政改革の徹底

４．マイナンバー制度について

５．今後の税制改革のあり方

１．中小企業の活性化に資する税制措置

経済活性化と中小企業対策Ⅱ
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①中小企業投資促進税制については、対象設
備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。な
お、それが直ちに困難な場合は、令和５年３
月末日となっている適用期限を延長する。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入
の特例措置については、損金算入額の上限
（合計３００万円）を撤廃し全額を損金算入と
する。

（３）中小企業等の設備投資支援措置
中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化
法）や、中小企業が取得する償却資産に係る固
定資産税の特例（先端設備等導入制度）等を適
用するに当たっては、手続きを簡素化するとと
もに、事業年度末（賦課期日）が迫った申請や
認定について弾力的に対処する。
なお、「中小企業経営強化税制」「固定資産税
の特例」「中小企業防災・減災投資促進税制」
「デジタルトランスフォーメーション投資促進税
制」は、令和５年３月末日が適用期限となってい
ることから、適用期限を延長する。

■我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経
済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献して
いる。中小企業が相続税の負担等によって事業が
承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐこ
とになる。
（１）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な

事業承継税制の創設我が国の納税猶予制度
は、欧州主要国と比較すると限定的な措置に
とどまっており、欧州並みの本格的な事業承継
税制が必要である。とくに、事業継続に資する
相続については、事業従事を条件として他の
一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事
業用資産への課税を軽減あるいは免除する制
度の創設が求められる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
①猶予制度ではなく免除制度に改める。
②新型コロナの影響などを考慮すると、より一
層、平成２９年以前の制度適用者に対しても
要件を緩和するなど配慮すべきである。
③国は円滑な事業承継が図られるよう、経営
者に向けた制度周知に努める必要がある。

（３）取引相場のない株式の評価の見直し

■消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化
に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コス
トおよび税収確保などの観点から問題が多い。こ
のため、かねてから税率１０％程度までは単一税率
が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の
見直しで対応するのが適当であることを指摘して
きた。政府は、国民や事業者への影響、低所得者
対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の
是非を含めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボイス制

度」について、すでに「インボイス発行事業者」
の登録申請がはじまっているものの、事業者の
インボイス制度に対する理解が十分に深まっ
ているとは言い難い。さらに、新型コロナは小
規模事業者等の事業継続に大きな困難をもた
らした。これら事業者が事務負担増や取引か
ら排除等の理由により休廃業に追い込まれる
ことのないよう、当面は現行の「区分記載請求
書等保存方式」の維持、または免税事業者から
の仕入税額相当額の８割を控除できる経過措
置を当分の間維持するなど、弾力的に対応す
べきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、国は事
業者に混乱が生じないよう制度の周知を徹底
するとともに、事務負担が軽減するような環境
整備が必要である。また、課税事業者が免税
事業者と取引を行うに際し、取引価格の引下
げや取引の停止などの不利益を与えないよう、
実効性の高い対策をとるべきである。

（３）消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴って
より重要な課題となっている。消費税の制度、
執行面においてさらなる対策を講じる必要が
ある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正によ
る電子データ保存の義務化に対応するなど、
事業者の事務負担、納税協力コストは年々増
加している。特に電子データ保存の義務化に
ついては、全ての事業者が対象となっており影
響は大きい。システム改修や従業員教育など、
事務負担が増大する中小企業に対して特段の
配慮が求められる。

２．事業承継税制の拡充

３．消費税への対応
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地方のあり方Ⅲ
■今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
だけでなく、自治体と診療所を含む医療機関の間
での意思疎通不足を表面化させ、これによる混乱
は現在も尾をひいている。医療制度の抜本改革の
必要性については前述したが、現行制度下でも病
院間の役割分担や広域的な救急医療など自治体
のリーダーシップで解決できる問題は少なくない。
要は行政と医療機関のやる気なのである。
■地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活
性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工夫によ
り、新たな地場技術やビジネス手法を開発してい
くことが不可欠である。その際に最も重要なのは、
地方が自立・自助の精神を理念とし、自らの責任
で必要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案
し実行していくことである。
（１）地方創生では、さらなる税制上の施策による本

社機能移転の促進、地元の特性に根差した技
術の活用、地元大学との連携などによる技術
集積づくりや人材の育成等、実効性のある改
革を大胆に行う必要がある。また、中小企業の
事業承継の問題は地方創生戦略との関係から
も重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応について早
急かつ具体的な検討を行うべきである。基礎
自治体（人口３０万人程度）の拡充を図るため、
さらなる市町村合併を推進し、合併メリットを
追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の
行財政改革には、「事業仕分け」のような民間
のチェック機能を活かした手法が有効であり、
各自治体においても広く導入すべきである。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比
べたラスパイレス指数（全国平均ベース）が改
善せずに高止まりしており、適正な水準に是正
する必要がある。そのためには国家公務員に
準拠するのではなく、地域の民間企業の実態に
準拠した給与体系に見直すことが重要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、より
納税者の視点に立って行政に対するチェック
機能を果たすべきである。また、高すぎる議員
報酬の一層の削減と政務活動費の適正化を求
める。行政委員会委員の報酬についても日当
制を広く導入するなど見直すべきである。

■これまでの効果を十分に検証し、予算の執行を効率
化するとともに、原発事故への対応を含めて引き続
き適切な支援を行う必要がある。とりわけ被災地に
おける企業の定着、雇用確保を図ることが重要で
あり、実効性のある措置を講じるよう求める。
■また近年、熊本をはじめとした強い地震や台風な
どによる大規模な自然災害が相次いで発生して
いる。東日本大震災の対応などを踏まえ、被災者
の立場に立った適切な支援と実効性のある措置
を講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向けて取
り組まなければならない。その際、被災者支援の
観点から、災害による損失を雑損控除と切り離し
た、新たな控除制度の創設について検討すべきで
ある。

１．納税環境の整備

２．環境問題に対する税制上の対応
■欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、既
存のエネルギー関係税制との調整を図り、幅広い
観点から十分な検討が行われるべきである。

３．租税教育の充実

１．法人税関係
（１）役員給与の損金算入の拡充

①役員給与は損金算入とすべき。
②同族会社も業績連動給与の損金算入を認め
るべき。

２．所得税関係
（１）所得税のあり方

①基幹税としての財源調達機能の回復。
②各種控除制度の見直し。
各種控除は、社会構造変化に対応して合理的
なものに見直す必要がある。とくに、人的控除
については累次の改正の影響を見極めながら、
適正化を図るべきである。

震災復興等Ⅳ

その他Ⅴ

税目別の具体的課題
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③個人住民税の均等割。
地方税である個人住民税の均等割について
も、応益負担原則の観点から適正水準とすべ
きである。

（２）少子化対策

３．相続税・贈与税関係
（１）現在、政府等において、「資産移転の時期の選択

に中立的な税制」の構築に向け、相続税と贈与
税をより一体的に捉えて課税することが検討さ
れている。制度を見直すに当たっては、格差拡大
を防止することに留意する必要はあるが、税負
担が今以上に重くならない仕組みとすべきであ
る。
また、現行の相続税の課税方式（法定相続分課
税）は、相続人の相続額に応じた課税がされず、
一人の相続人の申告漏れが他の相続人にも影
響する等の問題が指摘されており、課税方式の
あり方についても併せて検討することが必要で
ある。

（２）制度が見直されるまでの間、贈与税は経済の活
性化に資するよう、以下のとおり見直すべきで
ある。
①贈与税の基礎控除を引き上げる。
②相続時精算課税制度の特別控除額（２,５００万
円）を引き上げる。

４．地方税関係
（１）固定資産税の抜本的見直し

令和４年の全国の公示地価は、２年ぶりに上昇に
転じた。同年度税制改正では、商業地等の地価
が大きく上昇した場合の負担調整措置が講じら
れた。令和５年度においてもコロナ禍の影響はま
だ残るとみられており、引き続き、同様の措置が
必要である。さらに、都市計画税と合せて評価方
法および課税方式を抜本的に見直すべきであ
る。
①商業地等の宅地を評価するに当たっては、よ
り収益性を考慮した評価に見直す。
②家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に
見直す。
③償却資産については、納税者の事務負担軽減
の観点から、申告対象外となる「少額資産」の
範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産

（３０万円）にまで拡大するとともに、賦課期日を
各法人の事業年度末とする。また、諸外国の適
用状況等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直
すべきである。
④固定資産税の免税点については、平成３年以
降改定がなく据え置かれているため、大幅に
引き上げる。
⑤国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目
的に応じて土地の評価を行っているが、行政
の効率化の観点から評価体制は一元化すべき
である。

（２）事業所税の廃止
市町村合併の進行により課税主体が拡大する
ケースも目立つ。事業所税は固定資産税と二重
課税的な性格を有することから廃止すべきであ
る。

（３）超過課税
住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を
課税対象としているうえ、長期間にわたって課税
を実施している自治体が多い。課税の公平を欠
く安易な課税は行うべきでない。　　　

（４）法定外目的税
法定外目的税は、税の公平性・中立性に反するこ
とのないよう配慮するとともに、税収確保のため
に法人企業に対して安易な課税は行うべきでは
ない。

５．その他
（１）配当に対する二重課税の見直し
（２）森林環境税

令和６年度から施行される森林環境税につい
て、現在、先行して別の財源を使って地方自治体
に配分（令和４年度は５００億円）されているが、そ
の半分が使い残され基金として積み立てられて
いるとの指摘がある。これでは税が有効に活用
されているとは言い難く、配分方法のあり方な
ど、制度自体を抜本的に見直すべきである。

（３）電子申告
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部会
青
年

青年部会は「税法、経理、経営」の相互
研究や会員相互の啓発・親睦を目的と
しています。次代を担う若手経営者、中
堅幹部社員のみなさん、我々と共に新
しい未来に向けて研鑽しましょう。

活動
報告 新入会員

募集中！
新入会員

募集中！
新入会員

募集中！
●詳しくは法人会事務局まで！

《年会費》3,000円

《会員資格》
豊田法人会員であ
る法人に属した50
歳以下の人

講演会・新旧会員交流会

なし なし

自主点検チェックシートを活用しましょう。
▷入出金が適切に管理される。
▷内部の不正行為を未然に防止できる。

法人事業概況説明書（裏面17）の「加入組合等の状況」の欄には、法人会
の会員である旨および法人会での役職名を記入することができます。

▷法人事業概況説明書の（5）社内監査の
　欄に記入ができます。

※「自主点検チェックシート」と「自主点検チェックシートガイド
ブック」は法人会ホームページからダウンロードできます。

企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんで
すが、内部統制面の強化や経理面の質を向上させることも重要な要素で
す。「入出金が適切に管理されるようになる」「内部の不正行為を未然に防
止できる」など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点
検チェックシート・ガイドブック（国税庁後援）」を作成いたしました。企業の
皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、ぜひご活用ください。

→

法人会　自主点検チェックシート 検索

　小島副会長を講師にお迎えした講演会と過去３年程コロナ感
染防止の観点から懇親を深める機会がめっきり少なかったこと
もあり、新旧会員交流会を行いました。
　小島副会長の講演会では、「従来は時間当たりの効率化、今後
は各業務の最初から最後までのリードタイム短縮を目指す事が
重要である。」という言葉がとても印象に残りました。
　新旧会員交流会では、卒業者３名の方がご参加いただき、花
束を贈呈しました。過去３年間の新会員の方々にも自己紹介をし
ていただき、新旧メンバーの交流を深めることができました。

○令和4年8月30日　○ホテルトヨタキャッスル
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部会
女
性

活動
報告

花水木
女性部会の花

シンボルマーク
このマークは、女性部会の
4ブロックの強い絆を
表現しています。

（公社）豊田法人会女性部会

呈茶会

　3年振りに開催された「とよた
産業フェスタ2022」において女
性部会の社会貢献活動である「呈
茶会」を催しました。
　大変蒸し暑い中ではありました
が、事務局や青年部会の方々にも
ご協力を頂いたお陰で多くの皆
様がご来場され、募金をして頂き
ました。意義ある活動に役立てて
参ります。

　豊田税務署長 新實様をはじ
め、御来賓の皆様に御臨席頂き
「サマー講座」を開催致しました。
　第1部として豊田税務署長 新
實様に「税にまつわるトピックス」
の演題で御講演頂きました。
　今後の厳しい財政状況や話題
になったニュースを通して、一時所得と雑所得の違いや相続税につい
てなど様々な税知識を御教示下さいました。
　第2部では落語家の立川平林さんの振り込め詐欺など、時事問題を
扱った落語を楽しく聞かせて頂き、1・2部ともに大変有意義な時間とな
りました。

令和4年9月10・11日（土・日）

新入会員

募集中！

○とよた産業フェスタ2022
（社会貢献活動）

サマー講座
令和4年8月24日（水）

　コロナ禍を考慮し、従来の一泊研修
旅行を日帰り研修に変更し、観劇を組
み入れたバスツアーを行いました。
　税知識の向上と会員の親睦を深め
る良い機会となりました。

日帰り研修
令和4年9月15日（木）
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豊田市消防本部

お知らせ

南消防署 消防用ドローンの紹介

豊田市南消防署　TEL：0565-25-9008

事故や災害時に活躍！！

豊田市は超高齢化問題や人材不足など社会課題の解決のため、民間事
業者と「豊田市ミライ・チャレンジ都市パートナーシップ協定」を締結し、
産業用ドローンの開発に寄与しました。
豊田市消防本部では消防用ドローンを平成３１年から運用しています。

消防用ドローンとは 運用方法について
　事故や災害の発生による人命の検索、救助の消
防活動をより安全かつ効率的に行うことを目的と
しています。また、大規模災害や風水害発生時にも
活躍が期待されています。全国的に災害時におけ
るドローンの活用が注目され、令和４年度に消防庁
が行ったドローン活用状況調査では、全体の５割を
超える４２９消防本部がドローンを活用しており、
年々増加しています。その中でも豊田市消防本部
は、現場職員による運用を行い、全国でも先進的
な取組を続けています。

　豊田市消防本部では、消防用ドローンを南消防
署に配備し、任命を受けた操作員によって運用を
しています。消防用ドローンは、主に林野火災や河
川での水難救助の際に活躍をしており、建物火災
や自然災害など、その他の災害が発生した際にも
必要に応じて出動をしています。
　また、当初は日の出から日没までの運用として
いましたが、令和４年３月２８日から夜間飛行を開始
し、２４時間体制での災害対応が可能となりまし
た。

今後について
　現在使用している機体から、アップデートされた
後継機ドローンを令和４年度に新規導入する予定
です。機体性能の拡充や、さらなる消防活動の幅
広い対応が期待されています。
※後継機には、カメラズーム機能・スピーカーによ
る声掛け機能・LEDサーチライト等を機能拡充

活動実績

内　　容
実　　績

災害出動

令和元年度

１９件

令和2年度

３０件

令和3年度

２２件

からの

消防用ドローン消防用ドローン
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愛知県豊田加茂県税事務所 からのお知らせお知らせ

地方税ポータルシステム 
eLTAX（エルタックス）を

御利用ください！

●県税・市税を一括で納税できます

●利子割・配当割・株式等譲渡所得割の
　電子申告・納入ができます

●大法人は電子申告が
　必要です

▷複数の地方公共団体に一括して電子的に申告・申請・納
税ができます。手数料は無料です。
▷電子申告を行った申告情報や特徴税額通知データを引
き継いで納税することができます。
▷事前に登録した金融機関口座を指定して、直接納税する
「ダイレクト納付」ができます。
▷金融機関の窓口に出向くことなく、オフィスや自宅から
手続きができます。

▷特別徴収義務者が行う県民税の利子割、配当
割、株式等譲渡所得割の申告及び納入を、
eLTAXを通じて行うことができます。
▷複数の利子の種類等の取扱いや、複数団体にま
とめて申告納入ができます。

▷大法人等が提出する法人住民税及び
法人事業税の納税申告書について
は、令和２年４月１日以後に開始する
事業年度分から、eLTAXによる電子
申告が義務化されています。

法人県民税、法人事業税、特別法人

事業税（地方法人特別税）、法人市

町村民税、事業所税、個人住民税

（給与特徴分、退職所得に係る納入

申告分）、県民税（利子割・配当割・

株式等譲渡所得割）等

対象の税目

「利子割・配当割・株式等譲渡所得割」を特別徴

収し、申告納入している方

対 象 者
①事業年度開始の日において資本金の額
又は出資金の額が１億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社

対 象 者

《ご利用の流れ》 （１）利用者ＩＤを取得する
（２）eLTAX対応ソフトウェア（PCdeskなど）を取得する
（３）電子申告、電子申請・届出、共通納税を行う
※PCdeskとは : 無料でご利用いただけるeLTAX対応ソフトウェアです。
　　　　　　　  申告データの様々な作成支援機能があります。
　　　　　　　  eLTAXのホームページからダウンロードすることができます。

※詳しくはeLTAX（エルタックス）のホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）でご確認ください。
　法人の税金（県税に限る）に関するお問い合わせ先 ： 愛知県豊田加茂県税事務所   課税第一課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  電話 ： 0565-32-7482（ダイヤルイン）
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11月

12月

1月

15

17

21

21

22

23

24

25

25

29

30

5

5

7

9

12

13

15

15

11

12

17

17

24

26

27

31

31

火

木

月

月

火

水

木

金

金

火

水

月

月

水

金

月

火

木

木

水

木

火

火

火

木

金

火

火

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

14:00

14:00

16:00

17:15

14:00

14:30

15:00

16:00

14:30

14:00

16:00

10:30

14:30

17:00

14:00

14:00

14:00

15:00

14:00

16:00

11:00

16:00

17:15

広報委員会兼会報編集会議（第５回）

業種別（自動車部会）税務研修会 大豊工業＆豊田鉃工

青年部会・税務署長を囲む会

青年部会・懇談会

法人税セミナー上級（第３回）

稲武支部・支部研修会

全法連　第３６回全国青年の集い（沖縄大会）

全法連　第３６回全国青年の集い（沖縄大会）

七州支部　企業視察研修会

業種別（自動車部会）税務研修会 小島プレス工業

愛知県法人会運営研究会

組織委員会兼支部長会議（第４回）

正副支部長会議（第２回）

税制講演会

業種別（自動車部会）税務研修会 鬼頭工業

女性部会・役員税務研修会

広報委員会兼会報編集会議（第６回）

県内事務局職員情報交換会

県内事務局懇談会

総務委員会（第４回）

税務会計講座（第４回）

正副会長会議（第２回）

常任理事会（第２回）

法人税セミナー上級（第４回）

県連）第３５回理事会、理事委員合同賀詞交歓会

女性部会・新春講演会

理事会（第３回）

理事会・懇談会

豊田商工会議所会館 ２Ｆ　多目的203

豊田商工会議所 ２Ｆ　２０１・２０２

アフィーノ

豊田商工会議所会館 ２Ｆ　多目的201・202

豊田市コンサートホール他

沖縄アリーナ

沖縄アリーナ

京都方面

名古屋東急ホテル

豊田商工会議所会館 ２Ｆ　多目的204

豊田商工会議所会館 2Ｆ　多目的201・202・203

ウインクあいち

豊田商工会議所会館 2Ｆ　多目的201・202・203

名鉄トヨタホテル

豊田商工会議所会館 ２Ｆ　多目的204

大同生命ビル　２Ｆ

THE CONDER HOUSE

豊田商工会議所会館 ２Ｆ　多目的204

豊田商工会議所会館 ２Ｆ　多目的201・202

豊田商工会議所会館 ２Ｆ　多目的204

豊田商工会議所会館 2Ｆ　多目的201・202・203

豊田商工会議所会館 ２Ｆ　多目的201・202

名古屋マリオットアソシアホテル

名鉄トヨタホテル

ホテルトヨタキャッスル　華の間西

ホテルトヨタキャッスル　華の間中東

日　　時 行　　事  （会　議） 開催場所
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行事予定 令和4年11月～令和5年1月



（株）マルセイ

（株）Ｆ‐ＷＯＲＫＳ

（一社）あすなろ

（有）プラス・ビー

（株）ＰアットＧ

えすず（株）

岡崎製材（株）　豊田支店

トヨタ生活（協）　メグリアはなぞの店

（株）ＹＭＴＥＣ

（株）ａｒｃ

トヨタ生活（協）　メグリアうねべ店

（有）内山商事

（一社）足助まちマネジメント

アックスホーム（株）

（株）未来工務店

菱名工業（株）
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紹介新会員 令和4年7月～11月

豊田中

高橋松平

七州

豊南

猿投

猿投

猿投

高岡

高岡

上郷

上郷

上郷

足助

みよし

みよし

みよし

キリトリ

令和　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

令和　　 年　　 月　　 日

会員名

登記事項等異動連絡票

異動事項

所 在 地

法 人 名

代 表 名

電話番号

FAX  No.
資 本 金

業 種 目
組織変更
決 算 期

そ の 他

変　　更　　前 変　　更　　後

公益社団法人
豊田法人会 宛

異動日

〒　　　─ 〒　　　─

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

万円 万円

月期 月期

※該当事項をご記入のうえ、豊田法人会事務局までご連絡願います。
（公社）豊田法人会  事務局／豊田市小坂本町1-25　豊田商工会議所会館 4F 受付

Tel : 0565－33－1314   Fax : 0565－33－6230
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小原四季桜

お出かけの際は新型コロナウイルス感染予防の取組にご協力ください

表紙の説明

小原観光協会  TEL 0565-65-3808

●小原地区内には、いたるところに四季桜が植栽
されており、その数一万本以上といわれていま
す。春と秋に花を咲かせる四季桜。秋は10月頃
から花を咲かせ、見頃となる11月には、紅葉と
四季桜の共演を楽しむことができます。

▶豊田市には紅葉の名所がたくさん！◀

大井平公園は、市内でもいち早く秋を感じることができるスポットで、約
520本のカエデやイロハモミジの紅葉を楽しめます。名倉川という川沿い
にあるため、川面にも美しい紅葉が映し出され、風情あふれる景色が広が
ります。公園内は天保時代（1830-1844）に植樹された巨木の森の中を散
策するなど、ゆったりと過ごすことができます。
場　所 ： 豊田市稲武町大井平5-1
問合せ ： 0565-83-3200（道の駅どんぐりの里いなぶ　観光案内所）
　　　　0565-77-6283（いなぶ観光協会）

徳川の原点松平氏の発祥地として有名な松平郷には、歴史と自然の里と
して整備された「松平郷園地」の他、徳川家康と松平家の始祖・松平親氏を
祀る国史跡「松平東照宮」、松平家の菩提寺国史跡「高月院」があり、悠久
の歴史を伝えています。

場　所 ： 豊田市松平町赤原周辺
問合せ ： 0565-77-8089（松平観光協会）

稲
武
「
大
井
平
公
園
」

松
平
「
松
平
東
照
宮
」

豊田市川見町堂の洞（川見四季桜の里）
豊田市小原町上平441（小原ふれあい公園）
豊田市永太郎町洞216-1（小原和紙のふるさと）

見頃 １１月中旬～下旬

問合せ 

場 所

※その年の気候により見頃は変動します。詳しくは各地区観光協会にお問合せください。

見頃  １１月上旬～中旬

見頃  １１月中旬～下旬

東海随一の紅葉の名所「香嵐渓」は、モミジの新緑やカタクリ群生など1年
を通して豊かな自然が味わえます。約390年前の江戸時代、香積寺11世
の三栄和尚が参拝客を楽しませようと植えたことから始まり、その後住民
らも植樹を進め、現在では約4千本のもみじが観光客の目を楽しませてい
ます。

場　所 ： 豊田市足助町飯盛周辺
問合せ ： 0565-62-1272（豊田市足助観光協会）

足
助
「
香
嵐
渓
」

見頃  １１月中旬～下旬

©TOURISM TOYOTA

©TOURISM TOYOTA
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パズル・数独脳トレ
クイズ

【作者紹介】株式会社ニコリ　日本
初のパズル専門誌「パズル通信ニコ
リ」を発行する出版社。数独・クロス
ワードなどのパズルをメディアへ提
供するコンテンツメーカーでもあ
る。パズルＡＳＰ「ｅ-数独」をＢ to Ｂ向
けにリリース。

※ルール① ： まだ数字の入っていないマスに、１から９までの数字のどれかを
　　　　　　ひとつずつ入れましょう。
　ルール② ： タテの列、ヨコの列、太線で囲まれた３×３のブロックのいずれにも、
                  １から９までの数字がひとつずつ入るようにします。

【問題】二重枠に入った数字の合計はいくつでしょう？

【答え】８（１＋７）



豊田法人会
公益社団法人

〒471－0034 愛知県豊田市小坂本町１丁目25番地
（豊田商工会議所会館 4F）
Tel : 0565－33－1314   Fax : 0565－33－6230
E-mail  main@toyotahojinkai.or.jp

http://www.toyotahojinkai.or.jp
発行日／令和4年11月15日
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